
資
　
　
　
　
料

　
　
「
藤
井
対
武
田
事
件
―
大
正
四
年
連
合
邦
判
決
直
後
に

　
　
　
　
お
け
る
『
婚
約
』
保
護
の
一
事
例
－
」
に
関
す
る
若
干
の
補
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
　
藤
　
　
良
　
　
雄

　
　
　
一
　
　
解
　
　
題

　
日
　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
私
は
す
で
に
二
回
文
章
を
公
に
し
て
い
る
。
第
一
回
目
は
、
昭
和
三
八
年
に
「
社
会
科
学
研
究
」
（
東

京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
）
第
一
四
巻
五
号
に
掲
載
し
た
資
料
紹
介
「
藤
井
対
武
田
事
件
ー
大
正
四
年
連
合
部
判
決
直
後
に
お

け
る
『
婚
約
』
保
護
の
一
事
例
ー
Ｌ
（
後
に
拙
著
「
婚
姻
予
約
の
研
究
」
、
千
倉
書
房
に
収
録
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
事
件
の
訴

訟
の
経
過
を
主
要
な
未
発
表
判
決
原
文
と
共
に
紹
介
し
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

　
第
二
回
目
は
、
近
時
昭
和
四
七
年
に
、
本
誌
三
九
号
に
掲
載
し
た
「
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
例
小
史
・
序
説
」
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
、
本
事
件
の
中
心
を
な
す
大
正
五
年
六
月
二
三
曰
大
審
院
判
決
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
最
初
の
「
婚
約
」
保
護
の
先
例
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で
あ
る
こ
と
を
認
知
す
る
こ
と
、
同
時
に
ま
た
、
本
大
正
五
年
六
月
二
三
日
大
審
院
判
決
が
、
大
正
四
年
連
合
部
判
決
の
傍
論
と
し

て
宣
明
し
た
婚
姻
予
約
有
効
の
法
理
を
、
最
初
に
、
具
体
的
に
、
適
用
し
て
原
告
を
救
済
し
た
大
審
院
判
決
で
あ
る
こ
と
を
認
知
す

べ
き
こ
と
を
提
言
し
、
さ
ら
に
、
前
記
第
一
回
目
の
紹
介
で
紙
幅
の
関
係
か
ら
掲
載
を
割
愛
し
た
未
発
表
判
決
の
う
ち
、
大
正
二
年

一
月
二
一
日
・
東
京
地
方
裁
判
所
第
三
民
事
部
判
決
・
明
治
四
五
年
朗
九
六
〇
号
（
東
地
Ⅱ
）
の
全
文
を
紹
介
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
右
「
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
例
小
史
・
序
説
」
に
も
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
本
訴
訟
事
件
の
未
発
表
判
決
の
う
ち
、

さ
ら
に
な
お
二
件
が
、
未
だ
に
紹
介
の
機
会
を
得
な
い
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
上
告
審
に
お
け
る
欠
席
判
決
た
る
大
正
五
年
一
月
二

〇
日
大
審
院
欠
席
判
決
・
大
正
三
年
所
七
一
二
号
（
大
審
院
Ｉ
）
と
、
再
上
告
審
判
決
た
る
大
正
六
年
一
月
二
九
日
大
審
院
第
二
民

事
部
判
決
・
大
正
三
年
㈲
一
〇
四
二
号
（
大
審
院
Ⅲ
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
資
料
紹
介
は
、
主
と
し
て
、
右
の
二
つ
の
未
発
表
大
審
院

判
決
を
掲
載
し
て
、
永
ら
く
延
引
し
て
き
た
本
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
の
未
発
表
判
決
の
ト
ー
タ
ル
な
紹
介
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
既
に
繰
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
訴
訟
事
件
の
第
一
審
判
決
の
一
つ
（
東
地
Ｉ
）
の
「
理
由
」
書
き
は
、
法
律
新
聞
八

四
一
号
（
大
正
二
年
二
月
一
〇
日
）
一
三
頁
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
控
訴
審
判
決
た
る
大
正
三
年
七
月
二
五
日
・
東
京
控
訴
院
第

二
民
事
部
判
決
・
大
正
二
年
所
一
三
四
号
（
東
控
Ｉ
）
は
、
法
律
新
聞
九
六
五
号
（
大
正
三
年
九
月
二
五
日
）
二
七
頁
に
全
文
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
法
律
新
聞
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
ら
に
、
龍
二
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
事
件
な
い
し
判
決
の
存
在
は
、
法
律
新
聞
の
関
連
記
事
を
手
懸
り
と
し
て
推
知
さ

れ
、
最
高
裁
、
東
京
高
裁
・
東
京
地
裁
等
の
保
存
す
る
判
決
原
本
を
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
貌
な
い
し
判
決
全
文
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
手
懸
り
と
な
っ
た
法
律
新
聞
の
記
事
は
、
三
篇
あ
る
。
各
々
、
法
律
新
聞
八
四
五
号
（
大
正
二
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年
二
月
二
八
目
）
一
九
頁
、
九
六
六
号
（
大
正
三
年
九
月
三
〇
日
）
二
一
頁
、
九
八
三
号
（
大
正
三
年
一
二
月
二
〇
日
）
一
五
頁
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
法
律
新
聞
八
四
一
号
所
載
の
本
事
件
の
第
一
審
判
決
の
一
つ
（
東
地
Ｉ
）
た
る
大
正
二
年
一
月
二
一

日
・
東
京
地
方
裁
判
所
第
三
民
事
部
判
決
・
明
治
四
五
年
朗
九
六
〇
号
の
「
理
由
」
書
き
に
は
、
本
件
を
紹
介
す
る
前
書
き
の
記
事

が
あ
る
の
で
、
本
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
結
局
、
本
稿
を
含
め
て
、
三
篇
の
拙
稿
に
よ
っ
て
、
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
に
関
す
る
判
決
文
は
、
可
能
な
限
り
（
す
な
わ
ち
、
再

上
告
審
た
る
大
審
院
の
後
に
、
原
告
Ｘ
男
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
費
用
確
定
の
訴
に
関
す
る
大
正
六
年
三
月
三
〇
日
・
東
京
地
方
裁
判
所
第
三

民
事
部
決
定
・
大
正
六
年
朗
一
七
一
号
（
東
地
Ⅲ
）
は
、
事
件
簿
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
知
り
う
る
の
み
で
、
決
定
原
本
を
参
照
で
き
な
か
っ
た

の
で
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
）
参
照
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

　
∽
　
思
え
ば
、
昭
和
三
四
年
当
時
（
都
立
大
法
経
学
部
法
学
科
四
年
在
学
中
）
、
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
審
院
民
事
連
合
部
判
決

　
（
い
わ
ゆ
る
「
婚
姻
予
約
有
効
判
決
」
）
を
、
唄
孝
一
教
授
の
家
族
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
下
谷
麗
子
さ
ん
と
報
告
す
る
こ
と
と
な
り
、
国

会
図
書
館
で
法
律
新
聞
を
、
共
に
ひ
も
と
く
う
ち
に
、
こ
の
事
件
に
触
れ
る
記
事
（
同
新
聞
八
四
五
号
、
九
六
六
号
、
九
八
三
号
、
な
お

そ
の
ほ
か
八
四
一
号
の
東
地
Ｉ
「
理
由
」
書
き
の
前
書
き
）
や
、
下
級
審
判
決
（
同
新
聞
八
四
一
号
の
東
地
Ｉ
「
理
由
」
書
き
、
九
六
五
号
の
東

控
Ｉ
）
を
見
出
し
て
、
右
連
合
部
判
決
と
同
時
に
、
大
正
三
年
一
二
月
当
時
、
も
う
一
件
の
婚
姻
予
約
不
履
行
に
因
る
損
害
賠
償
請

求
事
件
が
繋
属
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
メ
モ
を
採
っ
て
か
ら
、
す
で
に
一
四
年
が
経
過
し
た
。
当
時
は
、
私
よ
り
も
、
む
し
ろ
下

谷
さ
ん
の
ほ
う
が
こ
の
事
件
に
熱
心
で
あ
り
、
ノ
ー
ト
の
切
れ
端
に
右
法
律
新
聞
の
号
数
と
内
容
を
書
き
と
め
て
お
い
て
下
さ
っ

た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
下
谷
メ
モ
」
が
、
こ
の
事
件
を
、
私
か
あ
と
か
ら
発
掘
す
る
に
さ
い
し
て
、
ど
ん
な
に
役
立
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
い
ま
、
よ
う
や
く
一
四
年
目
に
、
こ
の
不
充
分
で
し
か
も
つ
た
な
い
資
料
紹
介
を
完
結
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
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下
谷
さ
ん
に
、
深
い
敬
意
と
感
謝
を
捧
げ
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
実
さ
い
に
、
こ
の
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
の
未
発
表
大
審
院
判
決
と
そ
の
下
級
審
判
決
、
及
び
当
事
者
（
原
告
藤
井

宇
平
、
被
告
武
田
ま
つ
）
に
関
し
調
査
を
し
た
の
は
、
私
が
東
大
社
研
の
助
手
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
唄
孝
一
教

授
の
御
激
励
と
石
川
稔
助
教
授
（
当
時
都
立
大
学
学
生
、
現
在
成
蹊
大
学
）
の
御
協
力
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
調
査
の
結
果
、
私
が
興
味
を
惹
か
れ
た
点
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
以
下
、
順
不
同
に
思
い
つ
く
ま
ま
を
挙
げ
て
行
こ
う
。

　
第
一
は
、
こ
の
事
件
の
当
事
者
の
男
女
関
係
の
性
質
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
の
当
事
者
の
男
女
関
係
は
、
結
納
や
婚
礼

の
日
取
の
決
定
は
あ
っ
た
が
婚
姻
の
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
う
ち
に
、
女
が
違
約
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
情

交
関
係
や
同
棲
も
、
少
な
く
と
も
主
張
な
い
し
認
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
婚
約
」
な
い
し
「
純
粋
婚
約
」
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
た
。
　
し
か
も
、
本
件
の
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
は
、
原
告
男
の
損
害
賠
償
請
求
を
斥
け
た
原
控
訴
審
判
決

を
、
請
求
は
正
当
で
あ
る
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
て
い
る
（
羞
戻
後
の
控
訴
審
で
請
求
認
容
）
と
こ
ろ
か
ら
、
従
来
の
常
識
（
大
審
院
が

　
「
婚
約
」
を
保
護
し
た
の
は
、
大
判
昭
和
六
年
二
月
二
〇
日
・
新
聞
三
二
四
〇
号
で
あ
る
と
し
て
き
た
）
に
反
し
、
す
で
に
本
大
判
大
正
五
年

六
月
二
三
日
に
よ
っ
て
「
婚
約
」
が
法
的
保
護
を
う
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
は
、
本
件
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
の
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
本
大
判
が
、
原
告
男
の
請
求
を
正
当
で
あ
る
と
し

て
、
原
控
訴
審
判
決
を
破
棄
差
戻
す
に
さ
い
し
て
、
直
前
の
大
正
四
年
連
合
部
判
決
（
婚
姻
予
約
有
効
判
決
）
を
引
用
し
て
お
り
、
し

か
も
右
大
正
四
年
連
合
部
判
決
が
、
原
告
女
の
不
法
行
為
に
因
る
賠
償
請
求
を
、
婚
姻
予
約
の
違
約
を
原
因
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の

理
由
で
棄
却
し
、
法
的
救
済
を
拒
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
従
来
の
通
念
（
連
合
部
判
決
の
婚
姻
予
約
有
効
の
法
理
に
よ
っ
て
原
告

側
が
法
的
救
済
を
う
け
た
最
初
の
事
例
は
、
大
判
大
正
八
年
三
月
二
一
日
・
民
録
二
五
輯
四
九
二
頁
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
）
に
反
し
、
本
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大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
こ
そ
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
限
り
（
と
い
う
の
は
、
そ
の
間
に
も
ま
だ
ど
の
よ
う
な
未
発
表
判
決

が
伏
在
す
る
か
は
未
調
査
な
の
で
）
、
連
合
部
判
決
の
婚
姻
予
約
有
効
の
法
理
を
、
最
初
に
、
具
体
的
に
、
適
用
し
て
原
告
を
救
済
し
た

大
審
院
判
決
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
臼
　
本
件
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
に
関
し
、
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
右
の
二
点
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
二
、
三
の
問
題
点
を
あ

げ
て
お
こ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
第
三
に
、
本
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
と
、
大
正
四
年
連
合
部
判
決
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
連
合
部
判
決
が
「
藤
井
対

武
田
事
件
」
に
機
能
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
大
審
院
繋
属
の
同
時
性
と
い
う
事
情
か
ら
、
逆
に
「
藤
井
対
武

田
事
件
」
が
連
合
部
判
決
に
お
け
る
婚
姻
予
約
有
効
の
法
理
の
形
成
に
寄
与
あ
る
い
は
貢
献
し
た
と
い
う
想
像
な
い
し
仮
説
は
、
少

し
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
藤
井
宇
平
は
、
自
ら
一
個
の
法
律
家
（
帝
大
政
治
学
科
卒
、
当
初
は
弁
理
士
、
の
ち
に
弁
護
士
）
で
あ
り
、

し
か
も
、
婚
姻
問
題
に
造
詣
が
深
く
、
ウ
ェ
ス
テ
ル
マ
ル
ク
「
婚
姻
進
化
論
」
な
る
訳
書
が
あ
り
、
自
ら
も
、
雑
誌
「
太
陽
」
（
二
巻

二
一
号
・
二
二
号
）
に
「
婚
姻
論
」
な
る
、
男
女
交
際
の
自
由
を
説
い
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る
（
ほ
か
に
も
数
冊
の
著
書
が
あ
る
）
。
右

の
「
婚
姻
論
」
で
は
、
と
く
に
婚
姻
予
約
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
藤
井
は
、
た
だ
本
件
原
告
と
し
て
の
利
害
の
み
か
ら
で
は
な

く
、
本
来
の
考
え
方
と
し
て
も
婚
姻
予
約
有
効
論
者
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
立
場
の
貫
徹
の
た
め
に
、
た
ま
た
ま
自
身
に
生
じ
た
事

件
を
大
審
院
ま
で
追
求
し
た
の
で
は
な
い
か
（
こ
れ
も
仮
説
の
域
を
出
な
い
が
）
と
見
ら
れ
る
節
が
な
く
も
な
い
。
法
律
新
聞
（
八
四
五

号
）
は
、
藤
井
が
熱
心
な
婚
姻
予
約
有
効
論
者
で
、
第
一
審
で
「
大
審
院
判
決
の
批
評
」
（
そ
の
内
容
の
一
部
は
右
新
聞
記
事
に
掲
出
さ

れ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
、
婚
姻
の
予
約
を
無
効
と
し
た
大
判
明
治
三
五
年
三
月
八
日
を
、
ド
イ
ツ
民
法
を
ひ
き
な
が
ら
攻
撃
し
た
も
の
の
よ
う
で

あ
る
）
な
る
書
面
を
提
出
し
（
新
聞
九
八
三
号
に
よ
れ
ば
、
「
弁
駁
書
」
を
提
出
し
た
と
あ
る
）
た
と
報
じ
、
且
つ
同
新
聞
九
八
三
号
は
、
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藤
井
が
、
控
訴
審
で
も
、
「
原
判
決
と
共
に
婚
約
に
関
す
る
大
審
院
の
判
例
を
駁
す
」
と
い
う
数
十
枚
に
わ
た
る
準
備
書
面
を
提
出

し
た
と
報
じ
て
い
る
。
大
正
三
年
一
二
月
一
五
日
附
法
律
新
聞
九
八
二
号
は
、
の
ち
に
大
正
四
年
連
合
部
判
決
と
な
る
事
件
が
、
一

二
月
八
日
、
大
審
院
民
事
部
に
お
い
て
、
第
一
、
第
二
民
事
両
部
の
連
合
審
判
に
付
さ
れ
た
旨
を
報
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
同
年
一
二

月
二
〇
日
附
法
律
新
聞
九
八
三
号
は
、
本
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
も
目
下
大
審
院
に
繋
属
中
で
あ
る
旨
を
報
じ
て
い
る
。
前
者
の
上

告
は
大
正
二
年
で
あ
り
、
後
者
の
上
告
は
大
正
三
年
で
あ
る
が
、
右
法
律
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
大
正
三
年
一
二
月
当
時
、
両
事
件

と
も
大
審
院
に
繋
属
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
翌
大
正
四
年
一
月
二
六
日
、
あ
の
画
期
的
な
「
婚
姻
予
約
有
効

判
決
」
が
下
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
そ
の
過
程
で
、
あ
る
い
は
、
こ
の
藤
井
の
努
力
と
執
念
が
、
か
な
り
与
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
藤
井
は
、
す
で
に
昭
和
一
一
年
五
月
一
七
日
に
死
亡
（
さ
き
の
社
会
科
学
研
究
に
お
け
る
紹
介
で
は
、
故
人
あ
る
い
は
遺
族
に
対

す
る
配
慮
か
ら
伏
せ
て
お
い
た
が
、
藤
井
宇
平
の
戸
籍
謄
本
に
は
、
「
昭
和
拾
壱
年
五
月
拾
七
日
午
前
拾
壱
時
東
京
市
豊
島
区
巣
鴨
五
丁
目
千
拾
五

番
地
巣
鴨
脳
病
院
二
於
テ
死
亡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
歴
史
上
の
人
と
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
い
ま
は
こ
こ
で
、
そ
の
記
載
を
明
示
す
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
か
と
思
う
）
し
て
お
り
、
被
告
武
田
も
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
九
日
に
死
亡
し
て
い
て
、
私
が
調
査
し
た
昭
和
三
七

年
に
は
、
少
な
く
と
も
当
事
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
遺
族
と
の
連
絡
も
試
み
た
が
、
詳
細
は

明
ら
か
で
な
く
（
も
っ
と
も
、
か
え
り
み
れ
ば
、
遺
族
な
い
し
親
族
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
い
ま
一
層
の
努
力
と
粘
り
を
欠
い
て
い
た
と
反
省

し
て
い
る
）
、
結
局
、
藤
井
の
自
ら
の
事
件
に
お
け
る
婚
姻
予
約
有
効
の
主
張
の
努
力
と
連
合
部
判
決
に
お
け
る
婚
姻
予
約
有
効
の
法

理
の
形
成
と
の
関
連
は
、
浮
び
上
る
こ
と
な
く
、
他
に
有
効
な
調
査
方
法
も
思
い
つ
か
な
い
ま
ま
、
右
の
仮
説
は
立
証
さ
れ
ず
に
終

っ
た
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
事
情
に
か
ん
が
み
て
、
こ
の
仮
説
は
、
い
ま
だ
に
私
の
胸
中
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
四
に
、
こ
の
事
件
は
、
差
戻
後
の
控
訴
審
で
終
結
し
た
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
藤
井
は
、
す
で
に
右
薗
尻
後
の
控
訴

審
で
、
婚
姻
予
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
も
書
状
返
還
請
求
に
つ
い
て
も
、
全
面
的
に
勝
訴
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
訴
訟
法
上
の
問
題
を
と
ら
え
て
再
上
告
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
に
敗
訴
（
人
審
院
Ⅲ
１
本
稿
紹
介
）
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
、
訴
訟
費

用
確
定
の
訴
（
東
地
Ⅲ
）
ま
で
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
し
よ
う
（
事
件
簿
は
確
認
し
た
が
、
決
定
原
本
は
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
の

で
内
容
不
明
）
。
判
例
研
究
の
域
を
超
え
て
評
す
れ
ば
、
こ
こ
に
藤
井
の
性
格
の
あ
ら
わ
れ
が
み
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
さ
ら
に
言

え
ば
（
こ
う
云
う
と
前
記
仮
説
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
が
）
、
藤
井
宇
平
の
、
武
田
ま
つ
に
対
す
る
、
裁
判
（
勝
訴
）
に
よ
っ
て
も
い

や
さ
れ
な
い
憎
悪
の
念
の
深
さ
（
そ
れ
は
愛
情
の
深
さ
を
も
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
）
を
み
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

　
聯
　
く
わ
し
く
は
、
後
日
別
稿
で
検
討
す
る
が
、
最
後
に
若
干
の
理
論
的
な
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
判
例
な

い
し
判
決
研
究
の
対
象
の
範
囲
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
下
級
審
判
決
が
研
究
の
固
有
の
（
と
い
う
の
は
、
上
告
審
判
決
を
研
究
す
る
さ

い
に
そ
の
下
級
審
判
決
が
、
参
考
資
料
と
し
て
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
と
、
下
級
審
判
決
が
独
立
に
研
究
対
象
と
な
る
場
合
を

区
別
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
上
告
審
判
決
の
下
級
審
判
決
も
、
右
の
如
き
参
考
資
料
と
し
て
の
研
究
的
価
値
の
ほ
か
に
独
立
の
な

い
し
固
有
の
研
究
対
象
た
る
価
値
を
有
し
、
あ
る
い
は
下
級
審
な
り
の
一
定
の
先
例
的
価
値
な
い
し
機
能
を
有
す
る
筈
で
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性

は
、
従
来
必
ず
し
も
充
分
生
か
さ
れ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
）
対
象
と
な
る
か
は
、
そ
れ
と
し
て
一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
大
審
院
・
最
高
裁
の
上
告
審
判
決
の
場
合
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
て
お
こ
う
。
上
告
審
判
決
（
最
終
審
裁
判
所
判
決
）
を
研
究
す
る

場
合
に
、
ど
れ
だ
け
の
範
囲
の
も
の
を
含
ま
せ
る
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
、
か
つ
て
私
達
は
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
る
（
都
大
法
学
一
巻
一
号
一
四
五
頁
以
下
）
。
す
な
わ
ち
、
有
権
的
に
蒐
集
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
（
具
体
的
に
は
、

民
録
・
民
集
記
載

の
も
の
）
だ
け
を
研
究
対
象
と
す
る
Ａ
の
立
場
、
私
撰
の
も
の
も
研
究
の
対
象
と
す
る
Ｂ
の
立
場
、
発
表
さ
れ
な
い
も
の
も
す
べ
て
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対
象
と
す
る
Ｃ
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
柚
木
教
授
は
Ａ
の
立
場
を
強
く
主
張
さ
れ
た
が
、
私
達
は
、
そ
の
積
極
的
理
論

づ
け
を
納
得
で
き
ず
、
「
Ｃ
を
と
る
ほ
う
が
徹
底
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
力
と
時
間
の
不
足
の
ま
ま
に
Ｂ
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い

う
の
が
偽
ら
な
い
現
状
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
前
掲
一
五
一
頁
）
。
事
実
、
私
達
の
婚
姻
予
約
判
例
の
研
究
は
主
と
し
て
Ｂ
の
立
場
か

ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
、
こ
れ
に
止
ま
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
可
能
な
か
ぎ
り
、
Ｂ
の
立
場
か
ら
Ｃ
の
立
場
へ

接
近
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
Ｃ
の
立
場
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
立
場
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ｑ
の
立
場
。
上
告
審
判
決
の
一
部
が
（
法
学
、
評
論
な
ど
で
）
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
き
、
全
文
を
探
索
し
て
研
究
対
象
と
す

る
場
合
（
た
と
え
ば
、
都
大
法
学
二
巻
二
号
一
〇
四
頁
以
下
の
、
大
判
昭
和
四
年
一
月
二
五
日
〔
評
論
に
一
部
公
表
さ
れ
て
い
た
が
、
全
文
探
索

し
研
究
し
た
〕
の
ほ
か
、
同
誌
三
巻
一
、
三
合
併
号
三
二
〇
頁
以
下
の
大
判
昭
和
一
三
年
三
月
一
二
日
〔
法
学
に
わ
ず
か
九
四
字
の
み
公
表
さ
れ
て

い
た
も
の
に
つ
き
、
全
文
探
索
研
究
〕
、
五
巻
二
号
の
大
判
昭
和
七
年
八
月
二
五
日
〔
評
論
、
法
学
に
一
部
既
発
表
の
全
文
〕
な
ど
）
。

　
ら
の
立
場
。
既
に
公
表
さ
れ
た
上
告
審
判
決
に
つ
き
、
未
公
表
の
再
上
告
審
判
決
文
を
探
索
し
研
究
対
象
と
す
る
立
場
（
都
大
法

学
七
巻
一
号
の
大
判
昭
和
一
〇
年
四
月
八
日
。
同
誌
八
巻
二
号
の
大
判
昭
和
七
年
一
〇
月
六
日
い
わ
ゆ
る
阪
神
電
鉄
事
件
は
、
再
上
告
審
が
一
部
既

発
表
で
あ
っ
た
も
の
で
、
ら
と
ら
が
結
合
し
た
場
合
。
同
誌
一
一
巻
一
号
の
大
判
昭
和
一
五
年
三
月
一
五
曰
）
。

　
ｑ
の
立
場
。
判
決
文
は
全
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
存
在
を
示
す
手
が
か
り
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
探
索
し
研
究
対
象

と
す
る
場
合
（
本
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
の
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
が
ま
さ
に
そ
の
場
合
に
あ
た
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
、
再
上
告
審
も

探
索
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
0
2
と
0
3
が
結
合
し
た
場
合
と
も
云
え
る
）
。

　
6
4
の
立
場
。
全
く
手
が
か
り
も
な
い
上
告
審
判
決
を
、
最
高
裁
判
決
原
本
を
直
接
逐
一
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
探
索
し
、
研
究

対
象
と
す
る
場
合
（
こ
れ
ま
で
、
私
達
は
こ
の
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
近
時
、
こ
の
作
業
に
着
手
し
て
、
こ
れ
ま
で
婚
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姻
予
約
な
い
し
内
縁
関
係
判
決
が
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
大
判
明
治
三
五
年
三
月
八
日
か
ら
明
治
四
四
年
の
一
月
三
六
日
ほ
か
二
件
ま
で
の

間
に
も
内
縁
関
係
判
決
が
い
く
つ
か
完
全
未
公
表
の
ま
ま
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
後
の
年
代
に
つ
い
て
も
調
査
中
。
い
ず

れ
、
関
助
教
授
と
共
に
詳
細
を
発
表
の
予
定
で
あ
る
）
。

　
以
上
の
う
ち
、
6
4
の
立
場
が
も
っ
と
も
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
二
と
し
て
、
Ｃ
の
立
場
に
属
す
る
判
決
が
、
探
索
・
公
表
さ
れ
た
と
き
に
、
い
か
な
る
先
例
的
価
値
な
い
し
機

能
を
有
す
る
か
が
、
次
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ｑ
や
ら
の
立
場
か
ら
公
表
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
。
こ
の
問

題
は
、
当
面
は
、
本
件
大
判
大
正
五
年
六
年
二
三
日
の
先
例
と
し
て
の
価
値
な
い
し
機
能
如
何
と
い
う
難
問
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
い
ず
れ
別
途
考
究
し
た
い
が
、
さ
し
あ
た
り
の
私
見
と
し
て
は
、
0
3
に
せ
よ
6
4
に
せ
よ
、
そ
れ
が
、
有
権
的
に
せ
よ
、
私

撰
（
研
究
者
に
よ
る
公
表
も
含
む
）
に
せ
よ
、
公
表
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
時
期
が
判
決
以
来
い
か
ほ
ど
へ
だ
た
っ
て
い
よ
う
と

も
、
先
例
と
し
て
の
価
値
を
有
し
、
且
つ
先
例
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
を
取
得
す
る
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
三
は
、
あ
る
上
告
審
な
い
し
下
級
審
判
決
に
つ
い
て
研
究
す
る
場
合
の
深
度
の
問
題
で
あ
る
。
未
公
表
下
級
審
判
決

あ
る
い
は
関
連
（
差
戻
後
の
控
訴
審
、
再
上
告
審
、
別
訴
な
ど
の
）
判
決
の
探
求
、
訴
訟
記
録
の
調
査
、
当
事
者
や
関
係
者
（
親
族
・
弁
護

士
な
ど
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
慣
行
調
査
な
ど
が
そ
の
主
た
る
方
法
で
あ
ろ
う
。
私
達
の
従
来
の
仕
事
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
徹

底
し
た
も
の
は
、
大
正
四
年
連
合
部
判
決
の
研
究
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
で
も
訴
訟
記
録
の
検
討
（
す
で
に
廃
棄
済
）
を
欠
い
て
い

た
。
そ
の
他
の
判
決
研
究
は
、
い
ず
れ
も
一
層
不
徹
底
で
あ
る
。
本
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
の
場
合
も
、
不
徹
底
の
そ
し
り
を
ま
ぬ

が
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
に
個
別
判
決
を
種
々
の
資
料
を
検
討
し
て
研
究
す
る
場
合
、
そ
の
究
極
の
目
的
は
何
か
が
さ
ら
に
一
つ
の
問
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題
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
別
稿
で
検
討
し
た
い
が
、
一
つ
だ
け
こ
こ
で
註
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
私
達
が
連
合
部
判
決
に
つ

い
て
右
の
よ
う
な
資
料
を
分
析
検
討
し
た
の
は
一
般
に
や
や
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
な
ま
の
事
実
（
実
在
事
実
）
そ
の

も
の
を
知
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
、
私
達
が
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
判
決
に
さ
い
し
て
大
審
院
判
事
が
、
そ
の
法

的
判
断
の
対
象
と
し
て
頭
の
中
に
画
い
た
事
実
（
表
象
事
実
）
で
あ
っ
た
。
表
現
事
実
も
、
自
然
的
・
客
観
的
事
実
も
、
結
局
、
表
象

事
実
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
究
極
的
に
は
、
こ
の
表
象
事
実
と
判
決
の
結
論
の
対
応
関
係

　
（
真
の
判
決
理
由
な
い
し
、
具
体
的
裁
判
規
範
、
先
例
価
値
的
裁
判
規
範
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上
三
つ
の
問
題
点
は
、
今
後
わ
れ
わ
れ
が
（
思
弁
的
、
演
繹
的
、
先
験
的
に
で
は
な
く
）
具
体
的
な
判
決
の
研
究
を
通

じ
て
（
実
証
的
、
帰
納
的
、
経
験
的
に
）
検
討
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
資
　
　
料

　
○
　
以
下
、
前
述
の
如
く
、
こ
れ
ま
で
紹
介
の
機
会
を
得
な
か
っ
た
本
事
件
の
未
公
表
大
審
院
判
決
（
欠
席
判
決
た
る
人
審
院
Ｉ
と

再
上
告
審
た
る
大
審
院
Ⅲ
）
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

　
大
審
院
Ｉ
に
つ
い
て
は
、
社
会
科
学
研
究
・
前
掲
一
〇
〇
頁
、
大
審
院
Ⅲ
に
つ
い
て
も
同
一
〇
五
頁
（
各
々
、
拙
著
前
掲
一
八
七
頁

一
九
五
頁
に
収
録
）
に
概
略
を
述
べ
て
お
い
た
の
で
、
こ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
本
事
件
の
審
級
別
判
決
一
覧
表
は
、
さ
き
の
社
会
科
学
研
究
（
一
四
巻
五
号
）
と
こ
れ
を
の
ち
に
収
録
し
た
拙
著
「
婚
姻
予
約

の
研
究
」
（
千
倉
書
房
）
及
び
本
誌
第
三
十
九
号
の
拙
稿
「
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
例
小
史
・
序
説
」
に
各
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

重
ね
て
記
さ
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
、
締
め
括
り
の
意
味
で
、
本
事
件
の
既
発
表
及
び
未
発
表
（
で
私
が
紹
介
し
た
）
各
判
決
の
出
典
を
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（
本
稿
を
含
め
て
）
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
東
地
Ｉ
（
大
正
二
年
一
月
二
一
日
・
東
京
地
方
裁
判
所
第
三
民
事
部
判
決
・
明
治
四
五
年
朗

九
六
○
号
）
―
「
主
文
」
と
「
事
実
」
は
、
社
会
科
学
研
究
一
四
巻
五
号
大
六
頁
以
下
（
拙
著
「
婚
姻
予
約
の
研
究
」
一
八
○
頁
以
下
）
。

　
「
理
由
」
は
法
律
新
聞
八
四
一
号
。
東
地
Ⅱ
（
大
正
二
年
一
月
二
一
日
・
東
京
地
方
裁
判
所
第
三
民
事
部
判
決
・
明
治
四
五
年
㈲
九
六
○
号
）

ｌ
本
誌
第
三
九
号
一
四
七
頁
以
下
。
東
控
Ｉ
「
大
正
三
年
七
月
二
五
日
・
東
京
控
訴
院
第
二
民
事
部
判
決
・
大
正
三
年
㈲
二
二
四
号
）
―
法
律

新
聞
九
六
五
号
。
大
審
院
Ｉ
（
大
正
五
年
一
月
二
〇
日
・
人
審
院
第
二
民
事
部
〔
大
席
〕
判
決
・
大
正
三
年
㈲
七
一
二
号
）
ｌ
本
稿
。
大
審
院

Ⅱ
（
大
正
五
年
六
月
二
三
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
・
大
正
五
年
㈲
三
号
）
ｌ
社
会
科
学
研
究
、
前
掲
一
〇
一
頁
以
下
（
拙
著
、
前
掲
一
八
八

頁
以
下
）
。
東
控
Ⅱ
（
大
正
五
年
一
〇
月
九
日
東
京
控
訴
院
第
一
民
事
部
判
決
・
大
正
五
年
㈲
四
一
一
号
）
ｌ
社
会
科
学
研
究
、
前
掲
一
〇
四
頁

以
下
（
拙
著
、
前
掲
一
九
三
頁
以
下
）
。
大
審
院
Ⅲ
（
大
正
六
年
一
月
二
九
日
大
審
院
第
二
民
事
部
判
決
・
大
正
五
年
團
一
〇
四
二
号
）
ｌ
本
稿
。

　
○
　
大
正
五
年
一
月
二
〇
日
・
大
審
院
第
二
民
事
部
（
欠
席
）
判
決
・
大
正
三
年
㈲
七
一
二
号
（
大
審
院
Ｉ
）

　
　
　
　
　
上
告
人

　
　
　
東
京
市
本
郷
区
森
川
町
一
番
地
特
許
弁
理
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
　
宇
平

　
　
　
　
　
被
上
告
人

　
　
　
東
京
市
牛
込
区
新
小
川
町
二
丁
目
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
ま
つ

　
　
　
　
　
右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
山
　
寛
平
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右
当
事
者
間
ノ
損
害
賠
償
請
求
事
件
ニ
付
東
京
控
訴
院
カ
大
正
三
年
八
月
十
三
日
言
渡
シ
タ
ル
判
決
ニ
対
ス
ル
上
告
事
件
ニ
付
上

告
人
ハ
大
正
五
年
一
月
十
三
日
午
前
九
時
ノ
ロ
頭
弁
論
期
日
ニ
出
頭
セ
ス
被
上
告
人
ハ
上
告
棄
却
ノ
申
立
ヲ
為
シ
且
上
告
人
欠
席
ノ

儘
判
決
ア
リ
タ
キ
旨
申
立
タ
リ

　
　
　
　
主
　
文

　
本
件
上
告
ハ
之
ヲ
棄
却
ス

　
上
告
費
用
ハ
上
告
人
ノ
負
担
ト
ス

　
　
　
　
理
　
由

　
上
告
人
ハ
合
式
ノ
呼
出
ヲ
受
ケ
ナ
カ
ラ
大
正
五
年
一
月
十
三
日
午
前
九
時
ノ
ロ
頭
弁
論
期
日
ニ
出
頭
セ
ス
仍
テ
民
事
訴
訟
法
第
四

百
四
十
四
条
ニ
依
り
同
法
第
二
百
四
十
六
条
及
第
二
百
四
十
七
条
ヲ
準
用
シ
本
件
上
告
ヲ
棄
却
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
仍
テ
主
文
ノ
如
ク

　
判
決
ス

　
　
大
審
院
第
二
民
事
部

　
　
　
裁
判
長
判
事
　
　
馬
　
場
　
愿
　
治

　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
入
　
江
　
良
　
之

　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
鈴
　
木
　
英
太
郎

　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
岩
　
田
　
一
　
郎

　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
嘉
　
山
　
幹
　
一

　
臼
　
大
正
六
年
一
月
二
九
日
・
大
審
院
第
二
民
事
部
判
決
・
大
正
五
年
團
一
〇
四
三
号
（
大
審
院
Ⅲ
）

-184-



　
　
　
　
上
告
人

　
　
東
京
市
本
郷
区
森
川
町
一
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
　
宇
平

　
　
　
　
被
上
告
人

　
　
東
京
市
牛
込
区
新
小
川
町
二
丁
目
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
ま
つ

　
右
当
事
者
間
ノ
損
害
賠
償
請
求
事
件
ニ
付
東
京
控
訴
院
カ
大
正
五
年
十
月
九
日
言
渡
シ
タ
ル
判
決
ニ
対
シ
上
告
人
ョ
リ
全
部
破
毀

ヲ
求
ム
ル
申
立
ヲ
為
シ
タ
リ

　
　
　
　
主
　
文

　
本
件
上
告
ハ
之
ヲ
棄
却
ス

　
　
　
　
理
　
由

　
上
告
論
旨
ハ
原
判
決
ハ
認
諾
判
決
ニ
関
ス
ル
法
則
ヲ
不
当
ニ
適
用
シ
且
ッ
訴
訟
手
統
ニ
背
反
セ
リ
原
判
決
ノ
「
事
実
」
中
ニ
ハ

「
被
控
訴
代
理
人
ハ
被
控
訴
人
カ
婚
約
ヲ
履
行
セ
サ
リ
シ
コ
ト
及
ヒ
之
ニ
基
ク
控
訴
人
主
張
ノ
損
害
額
（
等
）
ヲ
認
ム
」
卜
記
載
セ

ラ
レ
又
口
頭
弁
調
書
ニ
ハ
「
被
控
訴
代
理
人
ハ
婚
姻
予
約
不
履
行
ニ
基
ク
控
訴
人
ノ
主
張
ハ
原
因
並
ニ
数
額
共
ニ
之
ヲ
認
ム
」
ト
ア

リ
是
レ
本
件
ノ
第
一
諸
宗
タ
ル
婚
約
違
反
ニ
基
ク
損
害
賠
償
請
求
ニ
関
ス
ル
両
書
共
単
ニ
「
認
ム
」
ト
ア
レ
ト
此
認
ム
ト
ハ
法
典
ノ

語
ニ
テ
言
ヘ
ハ
認
諾
ノ
事
ナ
ル
ヤ
明
ナ
リ
而
シ
テ
此
認
諾
ニ
基
キ
テ
下
シ
タ
ル
原
判
決
モ
亦
認
諾
判
決
ナ
ル
ヤ
明
カ
ナ
リ
即
チ
被
控

訴
人
ハ
第
一
回
ニ
シ
テ
且
ッ
最
終
ノ
弁
論
ナ
ル
大
正
五
年
十
月
二
日
ノ
ロ
頭
弁
論
中
裁
判
所
ニ
対
シ
テ
控
訴
人
ノ
請
求
ヲ
認
諾
ス
ル
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旨
ノ
意
思
表
示
ヲ
為
シ
而
シ
テ
原
院
ハ
此
請
諾
ニ
基
キ
第
一
請
求
ノ
全
部
ニ
関
シ
被
控
訴
人
ニ
敗
訴
ノ
言
渡
シ
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ

被
控
請
人
ノ
行
為
ハ
控
訴
人
主
張
ノ
事
実
を
自
白
シ
タ
ル
者
ニ
非
ス
シ
テ
全
ク
控
訴
人
ノ
請
求
ヲ
認
諾
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
換
言
ス
レ

ハ
裁
判
上
ノ
自
白
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
裁
判
上
ノ
認
諾
ナ
リ
而
シ
テ
原
院
ハ
被
控
訴
人
ノ
此
所
分
行
為
ニ
基
キ
テ
被
控
訴
人
ニ
敗
訴
ノ
言

渡
ヲ
為
セ
リ
然
レ
ト
モ
控
訴
人
ハ
認
諾
判
決
ノ
申
立
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
無
シ
申
立
無
キ
ニ
認
諾
判
決
ヲ
下
シ
タ
ル
原
判
決
ハ
民
請
請

二
二
九
条
ノ
法
則
ヲ
不
当
ニ
適
用
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
明
ニ
不
法
ノ
裁
判
ナ
リ
或
ハ
是
レ
認
諾
判
決
ニ
非
ス
ト
言
八
七
原
判
決
ニ
ハ
被

控
請
人
力
控
訴
人
ノ
請
求
即
チ
其
原
因
及
数
額
ヲ
認
メ
タ
ル
記
事
ノ
外
証
拠
又
ハ
裁
判
所
ノ
確
信
ニ
基
ク
コ
ト
ヲ
示
サ
サ
レ
ハ
其
認

諾
判
決
タ
ル
ヤ
毫
モ
疑
ヲ
容
レ
ス
若
シ
前
記
ノ
認
諾
ニ
モ
拘
ラ
ス
原
判
決
カ
認
諾
判
決
ニ
非
ス
ト
セ
ハ
原
判
決
ハ
認
諾
ノ
外
全
ク
裁

判
ノ
理
由
ヲ
欠
ク
ヲ
以
テ
是
裁
判
ニ
理
由
ヲ
附
セ
サ
ル
不
法
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
之
ヲ
破
毀
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
ナ
リ
然
ラ
ハ
原
判
決
ハ

疑
ヒ
モ
無
ク
認
諾
判
決
ノ
法
則
ニ
違
背
シ
且
ツ
認
諾
判
決
ニ
関
ス
ル
訴
訟
手
統
ニ
背
反
セ
ル
者
ナ
リ
故
ニ
原
判
決
及
之
ニ
関
ス
ル
手

統
ハ
破
毀
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
中
略
）
若
シ
右
ノ
理
由
ニ
シ
テ
原
判
決
破
毀
ノ
理
由
ト
ナ
ラ
サ
ラ
ン
カ
其
裁
判
ハ
前
判
例
ト
正
反

対
ナ
ル
ヲ
以
テ
連
合
審
判
ニ
ヨ
リ
テ
ナ
サ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
信
ス
又
仮
令
ヒ
原
判
決
カ
破
毀
セ
ラ
ル
ル
ト
ス
ル
モ
認
諾
判
決
ニ
関
ス
ル

判
例
中
明
治
二
十
八
年
及
二
十
九
年
ノ
判
例
卜
明
治
三
十
二
年
ノ
判
例
ト
ニ
ハ
著
シ
キ
相
違
点
ア
リ
二
十
八
年
ノ
判
例
ニ
ハ
「
請
求

ノ
認
諾
ア
ル
モ
原
告
ニ
於
テ
民
訴
請
二
二
九
条
ニ
従
ヒ
申
立
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
之
ニ
基
ク
判
決
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」

ト
ア
レ
ト
三
十
二
年
ノ
判
例
ニ
ハ
「
被
告
ニ
於
テ
原
告
ノ
請
求
ヲ
認
諾
ス
ル
モ
其
認
諾
ニ
基
キ
敗
訴
ノ
言
渡
ヲ
求
ム
ル
申
立
無
キ
以

上
ハ
判
決
ヲ
為
ス
ノ
必
要
ナ
シ
ト
ス
」
ト
ア
リ
後
者
ハ
此
点
ニ
関
ス
ル
最
近
ノ
判
例
ナ
レ
ト
恐
ラ
ク
ハ
誤
判
ナ
ラ
ン
「
必
要
無
シ
」

卜
言
ヘ
ハ
強
テ
之
ヲ
為
ス
ノ
必
要
無
シ
ト
雖
モ
亦
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
者
卜
解
セ
サ
ル
可
ラ
ス
然
レ
ト
モ
認
諾
判
決
ノ
申
立
無
キ

以
上
裁
判
所
ハ
認
諾
ニ
基
キ
テ
判
決
ヲ
為
ス
事
能
ハ
サ
ル
ハ
前
判
例
ノ
明
示
セ
ル
通
ナ
リ
然
ラ
ハ
明
治
三
十
二
年
ノ
判
例
ノ
存
ス
ル
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以
上
我
裁
判
所
構
成
法
ノ
連
合
審
判
ニ
関
ス
ル
規
定
及
殊
ニ
婚
約
ニ
関
ス
ル
新
判
例
ニ
於
テ
明
示
セ
ラ
レ
タ
ル
之
ニ
関
ス
ル
見
解
ニ

拠
レ
ハ
此
誤
レ
ル
判
例
ヲ
破
毀
ス
ル
為
メ
ニ
本
件
ハ
亦
連
合
審
判
ニ
ヨ
リ
テ
裁
判
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
卜
信
ス
ト
言
フ
ニ
存
り

　
然
レ
ト
モ
原
判
決
ノ
事
実
摘
示
中
ニ
「
被
控
訴
代
理
人
ハ
被
控
訴
人
カ
婚
約
ヲ
履
行
セ
サ
リ
シ
コ
ト
及
ヒ
之
ニ
基
ク
控
訴
人
主
張

ノ
損
害
額
言
々
ヲ
認
ム
ル
モ
」
ト
ア
リ
ロ
頭
弁
論
調
書
中
ニ
「
被
控
訴
代
理
人
ハ
婚
姻
予
約
不
履
行
ニ
基
ク
控
訴
人
ノ
主
張
ハ
原
因

並
ニ
数
額
共
ニ
之
ヲ
認
ム
」
ト
ア
ル
ハ
被
上
告
人
ノ
訴
訟
代
理
人
カ
上
告
人
ノ
主
張
セ
ル
請
求
ノ
原
因
事
実
及
ヒ
損
害
ノ
数
額
ヲ
認

メ
之
ヲ
争
ハ
サ
リ
シ
趣
旨
ニ
シ
テ
上
告
人
ノ
請
求
自
体
ヲ
認
諾
シ
タ
リ
ト
セ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
糸
毫
ノ
疑
ヲ
容
レ
ス
又
当
事
者

間
争
ナ
キ
事
実
ハ
証
明
ヲ
要
セ
ス
シ
テ
之
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
而
シ
テ
原
院
ハ
被
上
告
人
ノ
代
理
人
カ
被
上
告
人

ニ
於
テ
上
告
人
ト
ノ
婚
約
ヲ
履
行
セ
サ
リ
シ
コ
ト
及
ヒ
其
不
履
行
ニ
因
り
上
告
人
ニ
二
百
五
十
円
ノ
損
害
ヲ
生
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ

タ
ル
カ
故
ニ
其
事
実
ヲ
認
メ
テ
被
上
告
人
ニ
上
告
人
主
張
ノ
損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
キ
義
務
ア
リ
ト
判
定
セ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
認
諾
判
決
ヲ

為
シ
タ
ル
ニ
非
サ
ル
コ
ト
判
文
上
明
瞭
ナ
レ
ハ
之
ヲ
認
諾
判
決
ナ
リ
ト
シ
テ
非
難
ス
ル
上
告
人
所
論
ハ
洵
ニ
謂
レ
ナ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ

採
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
コ
ト
更
ニ
多
言
ヲ
要
セ
ス

　
上
来
説
明
ノ
如
ク
本
上
告
ハ
適
法
ノ
理
由
ナ
キ
ニ
因
り
民
事
訴
訟
法
第
四
百
三
十
九
条
第
一
項
ニ
従
ヒ
主
文
ノ
如
ク
判
決
ス

　
大
審
院
第
二
民
事
部

　
　
裁
判
長
判
事
　
　
馬
　
場
　
愿
　
治

　
　
　
　
　
判
事
　
　
田
　
上
　
省
　
三

　
　
　
　
　
判
事
　
　
磯
　
谷
　
幸
次
郎

　
　
　
　
　
判
事
法
学
博
士
　
　
松
　
岡
　
義
　
正
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判
事
　
　
三
　
宅
　
高
　
時

　
本
来
な
ら
ば
、
右
二
判
決
に
つ
い
て
註
釈
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
（
大
審
院
Ｉ
）
が
欠
席
判
決
で
あ
り
、
後
者
（
大
審
院
Ⅱ
）

が
訴
訟
法
上
の
問
題
に
関
す
る
判
決
な
の
で
、
本
稿
で
は
判
決
文
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
　
　
三
　
あ
と
が
き

　
久
し
く
気
に
か
か
っ
て
い
た
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
の
未
公
表
判
決
を
、
よ
う
や
く
世
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
今
日
で
は
、
法

律
新
聞
が
、
一
般
に
は
、
必
ず
し
も
容
易
に
参
照
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
実
情
を
考
慮
し
、
当
初
は
、
法
律
新
聞
に
既
に
公
表
さ
れ

て
い
る
本
事
件
関
係
の
判
決
文
や
、
本
件
探
索
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
同
新
聞
の
記
事
類
（
そ
れ
ら
の
掲
載
さ
れ
た
新
聞
号
数
は
前
述
し

た
）
を
も
本
稿
に
収
録
し
て
、
研
究
の
便
宜
を
図
り
た
い
と
考
え
て
用
意
し
て
い
た
が
、
や
は
り
既
発
表
の
判
決
類
を
再
収
録
す
る

の
は
（
世
上
は
、
往
々
そ
の
よ
う
な
著
書
や
論
稿
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
）
私
と
し
て
は
気
が
進
ま
な
い
（
あ
る
い
は
気
が
済
ま
な
い
）

た
め
と
、
「
解
題
」
に
予
想
以
上
に
頁
を
費
し
、
紙
幅
が
と
ぼ
し
く
な
っ
た
の
で
割
愛
し
た
。
私
の
神
経
質
と
無
計
画
の
た
め
に
研

究
資
料
と
し
て
は
不
便
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
傍
論
な
が
ら
、
法
律
新
聞
所
載
の

判
決
が
、
わ
が
国
の
判
例
法
の
認
識
な
い
し
研
究
上
有
す
る
重
要
性
に
か
ん
が
み
て
、
営
利
を
離
れ
た
、
法
律
新
聞
全
体
の
覆
刻
刊

行
が
切
に
望
ま
れ
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
「
解
題
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
関
弥
一
郎
助
教
授
（
横
浜
国
大
）
と
の
日
頃
の
共
同
研
究
及
び
討
論
が
き

わ
め
て
有
益
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
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